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預
金
取
扱
い
金
融
機
関
の
自
己
資
本
比
率
算
定
基
準
の
改
訂
に
伴
う
、
有
価
証
券
の
含
み
益
の
四
十
五
％
を
補

完
的
項
目
に
算
入
せ
ん
と
す
る
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

現
在
、
金
融
庁
が
「
自
己
資
本
比
率
で
、
国
際
基
準
適
用
銀
行
（
自
己
資
本
比
率
八
％
以
上
）
の
、
自
己
資
本
比
率
算
定
の

ベ
ー
ス
と
な
る
自
己
資
本
勘
定
に
、
有
価
証
券
の
含
み
益
の
四
十
五
％
を
算
入
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
」
こ
と
は
、
金
融
安
定

化
政
策
に
反
し
、
か
つ
銀
行
監
督
政
策
（
効
率
化
と
収
益
力
の
向
上
）
に
も
反
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
早
急
に
こ
の
政
策
の

実
施
を
や
め
さ
せ
る
事
が
、
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。
（
改
正
す
る
告
示
お
よ
び
命
令
、
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
、
同
五
十

二
条
の
九
、
銀
行
法
施
行
規
則
）

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

一
九
九
八
年
三
月
期
の
決
算
か
ら
、
金
融
監
督
庁
は
、
国
際
基
準
適
用
行
も
、
国
内
基
準
適
用
行
と
同
様
に
、
有
価
証
券

（
大
宗
は
株
式
）
の
含
み
益
を
、
自
己
資
本
比
率
算
定
の
ベ
ー
ス
と
な
る
自
己
資
本
勘
定
に
算
入
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

（
有
価
証
券
の
期
末
の
評
価
を
低
価
法
と
し
て
い
る
銀
行
は
例
外
と
し
て
、
算
入
を
認
め
た
）
。
こ
の
決
断
は
金
融
安
定
化

の
面
で
、
大
変
有
益
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
「
ふ
た
た
び
二
〇
〇
一
年
三
月
か
ら
有
価
証
券
の
含
み
益
を
自
己
資
本
に
算

入
す
る
事
を
認
め
る
」
と
す
れ
ば
、
金
融
安
定
化
政
策
に
著
し
く
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
政
策
を
執
る
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の
か
。
昨
今
、
株
価
が
暴
落
し
て
い
る
の
で
、
有
価
証
券
の
含
み
益
を
資
本
金
勘
定
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
認
め
る
と
す
れ

ば
、
「
株
価
の
下
落→

資
本
勘
定
の
毀
損
（
減
額
）→

そ
の
十
二
・
五
倍
の
信
用
収
縮
」
と
な
っ
て
、
再
び
日
本
経
済
を
マ

イ
ナ
ス
成
長
に
陥
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
再
発
す
る
こ
と
は
、
目
に
見
え
て
い
る
。
こ
う
し
た

時
期
に
、
な
ぜ
「
有
価
証
券
の
含
み
益
」
を
自
己
資
本
勘
定
に
算
入
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

二

現
在
、
政
府
（
金
融
庁
）
は
銀
行
に
経
営
効
率
化
と
収
益
力
の
向
上
を
要
請
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
こ
う
し
た
時
期

に
、
自
己
資
本
に
含
み
益
を
算
入
す
る
事
を
認
め
る
こ
と
は
、
銀
行
の
経
営
努
力
を
削
ぐ
こ
と
に
な
り
、
政
策
の
逆
行
で
は

な
い
か
。
政
府
（
金
融
庁
）
は
公
的
資
金
を
受
け
入
れ
た
銀
行
の
株
主
で
あ
る
。
政
府
は
株
主
と
し
て
の
監
督
責
任
も
十
分

自
覚
す
べ
き
で
あ
り
、
含
み
益
に
頼
っ
た
不
安
定
経
営
を
銀
行
に
許
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い

て
、
政
府
（
金
融
庁
）
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

三

含
み
益
を
自
己
資
本
勘
定
に
算
入
す
る
と
、
銀
行
の
信
用
は
か
え
っ
て
低
下
し
、
格
付
け
が
下
が
る
の
で
は
な
い
か
。
こ

う
し
た
点
を
政
府
（
金
融
庁
）
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


